
＜ 障害者の職業能力開発に関する助成＞   

 

障害者の職業能力のための施設整備や失業中の訓練の実施場所の 

提供などに取り組む事業主に支給 
 

 
 
 

№ 対 象 者 助 成 額 

① 

人材開発支援助成金（障害者職業能力開発コース） 

障害者職業能力開発訓練事業を行う施設の整備 施設設置等に係る費用の ３／４ 

障害者職業能力開発訓練事業を行う運営費 

・職員給与・教材費など運営に係る 

経費の ３／４～４／５ 

・就職者１人当たりに１０万円を乗じ

た額（重度障害者等が就職した場合） 

② 

職場適応訓練費 一般の訓練 短期の訓練 

実際の職場での業務に求職者が適応できるように

するための職業訓練を実施 

※ 障害者以外の就職困難者にも利用できる 

場合があります。 

月額 24,000～ 

      25,000 円 

日額 960～ 

1,000 円 

  

 パンフレット・申請様式・提出先   
 

№ パンフレット 申請様式 問い合わせ・提出先 

①  【 PDF形式 312MB 】 
【 ダウンロードページへ 】 
（ページの下方にあります） 

山形労働局 職業対策課 

TEL:023-626-6101 

②  制度の詳細は管轄ハローワークにご相談下さい 各 ハローワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＜＞ は生産性要件を満たした場合 

※（  ）は中小企業事業主以外 

※（－）は中小企業事業主のみ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d02-1.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000559967.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/map_hellowork.html

